
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

第Ⅲ部 

 

事業計画 



 

 



 - 35 - 

１ 教育・保育提供区域の設定 

●「量の見込み」、「確保方策」を設定する卖位として、「地理的条件、人口、交通事情そ

の他の社会的条件」、「現在の教育・保育の利用状況」、「教育・保育を提供するため

の施設の整備の状況」等をニーズ調査結果や幼稚園・保育所等の施設の実態等から総合

的に勘案し、「保護者や子どもが居宅より容易に移動することが可能な区域」（以下「教

育・保育提供区域」）を定めることになっています。 

 

●具体的には、以下の視点で区域設定を考えていきます。 

視点① 保護者や子どもが利用しやすい範囲であるか 

  各事業の特性や地域の特性に応じて、保護者や子どもが利用しやすい範囲を設定す

る必要があります。 

視点② 事業量を適切に見込み、確保できる卖位であるか 

 

●人口推計やニーズ調査等から適切に必要事業量を見込むとともに、需要に基づき、既存

施設の活用を踏まえ、供給体制を確保しやすい範囲であることも重要です。 

 

 

●本市では、「都市地域」「都市周辺地域」「中山間地域」の３地域を、教育・保育提供

区域とします。 

 

【教育・保育施設提供区域】 

提供区域 地域 

都市地域 
徳山、遠石、岐山、今宿、桜木、周陽、秋月、久米、櫛浜、 

富田、福川 

都市周辺地域 
鼓单、夜市、戸田、湯野、菊川 

勝間、大河内 

中山間地域 

大津島、大向、大道理、長穂、須々万、中須、須金、 

和田 

高水、三丘、八代 

鹿野 
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●地域子ども・子育て支援事業については、各事業の特性から利用者のニーズが異なるた

め、区域の設定に当たっては、広域性、地域性を加味する必要があり、この点を踏まえ

基本的には「市全域」を提供区域とします。ただし、放課後児童健全育成事業について

は、基本は「小学校区」とします。 

 

■地域子ども・子育て支援事業別区域設定案■ 

事業区分 設定区域 考え方 

利用者支援事業 市全域 
相談支援、情報提供という事業特性を踏まえ、市内全域とす

る。 

地域子育て支援拠点事業 市全域 利用実態や供給体制の状況を踏まえ、市内全域とする。 

妊婦健康診査 市全域 事業特性を踏まえ、市内全域とする。 

乳児家庭全戸訪問事業 市全域 事業特性を踏まえ、市内全域とする。 

養育支援訪問事業 市全域 事業特性を踏まえ、市内全域とする。 

子育て短期支援事業 市全域 利用実態や供給体制の状況を踏まえ、市内全域とする。 

ファミリーサポートセンター

事業 

（子育て援助活動支援事業） 

市全域 事業特性を踏まえ、市内全域とする。 

一時預かり事業 市全域 

通常利用する教育・保育施設等での利用が想定されるため、

地域子ども・子育て支援事業の基本型である「市全域」と

する。 

延長保育事業 市全域 

通常利用する教育・保育施設等での利用が想定されるため、

地域子ども・子育て支援事業の基本型である「市全域」とす

る。 

病児・病後児保育事業 市全域 利用実態や供給体制の状況を踏まえ、市内全域とする。 

放課後児童クラブ 

（放課後児童健全育成事業） 
小学校区 

放課後に実施するという事業特性や施設の設置状況を踏ま

え、事業の基本となっている｢小学校区｣とする。 

実費徴収に係る補足給付を行

う事業 
市全域 事業特性を踏まえ、市内全域とする。 

多様な主体が本制度に参入す

ることを促進するための事業 
市全域 新規事業のため、今後の国の審議状況を踏まえて検討する。 
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２ 教育・保育の提供体制の充実 

 

（１） 教育・保育施設の需要量及び確保の方策 

教育・保育提供区域ごとに、計画期間における「幼児期の学校教育・保育の量の見込み

（必要利用定員総数）」をニーズ調査結果をもとに、本市に居住する子どもの「認定こど

も園」「幼稚園」「保育所」「認可外保育施設」等の「現在の利用状況」＋「利用希望」

を踏まえて設定しました。 

教育・保育提供区域ごとに、設定した「量の見込み」に対応するよう、「教育・保育施

設(※1)及び地域型保育事業(※2)による確保の内容及び実施時期(確保方策)」を設定しま

した。 

 

① 年齢の設定 

 

年齢の設定は、以下のように設定します。 

教育・保育施設及び地域型保育事業 
算出対象
児童年齢  

１号認定   （認定こども園及び幼稚園） ＜専業主婦（夫）家庭、就労時間短家庭＞  3～5 歳  

２号認定①  （幼稚園） ＜共働きであるが、幼稚園の利用を希望している家庭＞  3～5 歳  

２号認定②  （認定こども園及び保育所） ＜共働き家庭＞  3～5 歳  

３号認定   （認定こども園及び保育所＋地域型保育事業） ＜共働き家庭＞  0～2 歳  

 

 

② 需要量と確保の方策 

 

【都市地域】 

平成 27 年度 

 都市地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① １，３６８人 ２６１人 １，１２５人 ５９５人 ２２２人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ４９人 ２６１人 １，１１６人 ５６５人 １５３人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

確認を受けない幼稚園※3 ２，０１０人 ０人 0 人 0 人 0 人 

合計② ２，０５９人 ２６１人 １，１１６人 ５６５人 １５３人 

②－①＝ ６９１人 ０人 -９人 -３０人 -６９人 

※1 幼稚園，保育所，認定こども園 

※2 小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育施設 

※3 現行の私学助成制度のまま運営を行う幼稚園 
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平成 28 年度 

 都市地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① １，３４６人 ２５７人 １，１０７人 ５６６人 ２１５人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 １，９９３人 ２５７人 １，１６６人 ５８９人 １５９人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 １８人 ９人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② １，９９３人 ２５７人 １，１６６人 ６０７人 １６８人 

②－①＝ ６４７人 ０人 ５９人 ４１人 -４７人 

 

 

平成 29 年度 

 都市地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① １，３００人 ２４８人 １，０６８人 ５４２人 ２０８人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 １，９９２人 ２４８人 １，１８１人 ５８９人 １７８人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ２４人 ２０人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② １，９９２人 ２４８人 １，１８１人 ６１３人 １９８人 

②－①＝ ６９２人 ０人 １１３人 ７１人 －１０人 

 

 

平成 30 年度 

都市地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① １，２５７人 ２４０人 １，０３３人 ５１７人 ２０２人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ２，０００人 ２４０人 １，１８１人 ５８９人 １８１人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ２４人 ２０人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ２，０００人 ２４０人 １，１８１人 ６１３人 ２０１人 

②－①＝ ７４３人 ０人 １４８人 ９６人 －１人 

※1 幼稚園，保育所，認定こども園 

※2 小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育施設 

※3 現行の私学助成制度のまま運営を行う幼稚園 
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平成 31 年度 

 都市地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① １，２０８人 ２３１人 ９９３人 ４９３人 １９６人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ２，００９人 ２３１人 １，１８１人 ５８９人 １８７人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ２４人 ２０人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ２，００９人 ２３１人 １，１８１人 ６１３人 ２０７人 

②－①＝ ８０１人 ０人 １８８人 １２０人 １１人 

※1 幼稚園，保育所，認定こども園 

※2 小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育施設 

※3 現行の私学助成制度のまま運営を行う幼稚園 
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【都市周辺地域】 

平成 27 年度 

 都市周辺地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① ３１２人 ３３人 ３０４人 １８９人 ３１人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ２３７人 ３３人 ２０５人 ９８人 １９人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

確認を受けない幼稚園※3 ２５０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ４８７人 ３３人 ２０５人 ９８人 １９人 

②－①＝ １７５人 ０人 -９９人 -９１人 -１２人 

 

 

平成 28 年度 

 都市周辺地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① ３０６人 ３３人 ２９８人 １８６人 ２８人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ４８７人 ３３人 ２０５人 ９８人 １９人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ４８７人 ３３人 ２０５人 ９８人 １９人 

②－①＝ １８１人 ０人 -９３人 -８８人 -９人 

 

 

平成 29 年度 

 都市周辺地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① ２９４人 ３１人 ２８８人 １８５人 ２５人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ４１９人 ３１人 ２４５人 １２２人 ２５人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ２４人 １１人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ４１９人 ３１人 ２４５人 １４６人 ３６人 

②－①＝ １２５人 ０人 -４３人 -３９人 １１人 

※1 幼稚園，保育所，認定こども園 

※2 小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育施設 

※3 現行の私学助成制度のまま運営を行う幼稚園 
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平成 30 年度 

 都市周辺地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① ２８４人 ３０人 ２７７人 １８３人 ２３人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ３８６人 ３０人 ２５５人 １４６人 ２５人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ２４人 １１人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ３８６人 ３０人 ２５５人 １７０人 ３６人 

②－①＝ １０２人 ０人 -２２人 -１３人 １３人 

 

 

平成 31 年度 

 都市周辺地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① ２７２人 ２９人 ２６５人 １８２人 ２２人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ３６５人 ２９人 ２６５人 １５８人 ２５人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ２４人 １１人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ３６５人 ２９人 ２６５人 １８２人 ３６人 

②－①＝ ９３人 ０人 ０人 ０人 １４人 

※1 幼稚園，保育所，認定こども園 

※2 小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育施設 

※3 現行の私学助成制度のまま運営を行う幼稚園 
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【中山間地域】 

平成 27 年度 

 中山間地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① ９６人 ０人 １１１人 ８２人 １４人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ２３０人 ０人 １２０人 ７１人 １２人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

確認を受けない幼稚園※3 ７０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ３００人 ０人 １２０人 ７１人 １２人 

②－①＝ ２０４人 ０人 ９人 -１１人 -２人 

 

 

平成 28 年度 

 中山間地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① ９３人 ０人 １０７人 ８０人 １３人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ３００人 ０人 １２０人 ７６人 １２人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ３００人 ０人 １２０人 ７６人 １２人 

②－①＝ ２０７人 ０人 １３人 -４人 -１人 

 

 

平成 29 年度 

 中山間地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① ８７人 ０人 １００人 ７８人 １３人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ３００人 ０人 １２０人 ７６人 １５人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ３００人 ０人 １２０人 ７６人 １５人 

②－①＝ ２１３人 ０人 2０人 -２人 ２人 

※1 幼稚園，保育所，認定こども園 

※2 小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育施設 

※3 現行の私学助成制度のまま運営を行う幼稚園 
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平成 30 年度 

 中山間地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① ８２人 ０人 ９５人 ７５人 １２人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ３００人 ０人 １２０人 ７６人 １５人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ３００人 ０人 １２０人 ７６人 １５人 

②－①＝ ２１８人 ０人 ２５人 １人 ３人 

 

 

平成 31 年度 

 中山間地域 

１号認定 ２号認定 ３号認定 

３歳以上 

教育希望 

①３歳以上 

教育希望 

②３歳以上 

保育必要 

１～２歳 

保育必要 

０歳 

保育必要 

見込量合計① ７７人 ０人 ８９人 ７３人 １２人 

（提
供
量
） 

確
保
方
策 

特定教育・保育施設※1 ３００人 ０人 １２０人 ７６人 １５人 

地域型保育事業※2 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

確認を受けない幼稚園※3 ０人 ０人 ０人 ０人 ０人 

合計② ３００人 ０人 １２０人 ７６人 １５人 

②－①＝ ２２３人 ０人 ３１人 ３人 ３人 

※1 幼稚園，保育所，認定こども園 

※2 小規模保育，家庭的保育，居宅訪問型保育，事業所内保育施設 

※3 現行の私学助成制度のまま運営を行う幼稚園 
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（２）教育・保育施設の一体的提供の推進 

平成 22 年４月に作成した「周单市就学前児童通園施設の今後の在り方」に基づき、

既存施設の統廃合による集約化を図りながら、ニーズ調査に基づく教育・保育提供施設

に対する需要量に対し、計画的な供給体制の確保を図ります。 

認定こども園は、幼稚園及び保育所の機能をあわせ持ち、保護者の就労状況やその変

化にかかわらず、柔軟に子どもを受け入れることができる施設であることから、現在の

教育・保育施設の利用状況及び今後の利用希望に対して、適切な利用が可能となるよう、

幼稚園、保育所等の施設の意向を踏まえ、認定こども園への移行に必要な施設整備の促

進や情報の提供を行います。 

 

 

 

（３）教育・保育の質の向上 

平日における幼稚園、保育所、認定こども園等の教育・保育提供施設の利用において

は、「提供される教育の質や内容」を重視すると回答した割合が最も多く、幼児期の教育

に対するニーズは高まっており、幼稚園や保育所と小学校が連携の強化を図り、子ども

一人ひとりの最善の利益の実現を目指します。 

また、小学校へ入学した１年生が授業や集団行動に適応できない、いわゆる「小１プ

ロブレム」に対する取組について、幼児教育の段階からの推進を図ります。 

 

 

 

（４）産休後及び育休後の教育・保育施設の円滑な利用の確保 

就学前児童の保護者に対するニーズ調査結果では、68.7％の方が「育児休業取得後に、

職場に復帰した」と回答しており、復帰の時期については、希望では子どもが１歳 5か月

の時期に対し、現状では子どもが１歳の時期に職場復帰をしています。 

希望の時期に職場復帰しなかった理由としては、希望より早く復帰した方は 38.3％が

「人事や業務の節目の時期に合わせるため」、35.5％が「希望する保育所に入園するため」

となっており、希望より遅く復帰した方については 78.6％が「希望する保育所に入れな

かったため」と答えています。 

こうした現状を踏まえ、産休後及び育児休業後に、幼稚園、保育所、認定こども園等の

教育・保育提供施設の円滑な利用が図れるよう、ニーズ調査に基づく教育・保育施設の需

要量について計画的な整備を行います。 
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３ 地域子ども・子育て支援事業の充実 

 

（１）地域子ども・子育て支援事業の需要量及び確保の方策 

教育・保育提供区域ごとに、計画期間における「地域子ども・子育て支援事業の量の見

込み」を定めます。ニーズ調査等をもとに、周单市に居住する子どもの現在の「地域子ど

も・子育て支援事業 」の「現在の利用状況」＋「利用希望」を踏まえて設定します。 

教育・保育提供区域ごとに、設定した「量の見込み」に対応するよう、事業ごとに地域

子ども・子育て支援事業の確保の内容及び実施時期(確保方策)」を設定します。 

 

①利用者支援事業【新規事業】 

事業概要 

子ども及びその保護者等が教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用でき

るよう、身近な実施場所で情報収集と提供を行い、必要に応じ相談・助言等を行うとと

もに、関係機関との連絡調整等を行う。 

需要量と確保の方策 

市全域を対象として２か所設置する。 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

確保方策 １か所 １か所 ２か所 ２か所 ２か所 

 

 

②地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

事業概要 

保育所等の地域の身近な場所で、子育て中の親子の交流・育児相談や園庭開放等を行う。 

対象年齢 

0 歳児～2 歳児 

単  位 

人日/年間 

需要量と確保の方策 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み １２，０２０人日 １１，５２９人日 １１，０９９人日 １０，６７９人日 １０，２８８人日 

②確保方策 ３８，４５５人日 ３８，４５５人日 ３８，４５５人日 ３８，４５５人日 ３８，４５５人日 

②－①＝ ２６，４３５人日 ２６，９２６人日 ２７，３５６人日 ２７，７7６人日 ２８，１６７人日 
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③妊婦健康診査 

事業概要 

妊婦及び胎児の健康状態を把握し、母体の健康増進や胎児の成長を促し、異常の早期発

見、健康状態に応じた医療を提供するとともに、医療管理を行う。 

対  象 

妊婦 

単  位 

人、回 

需要量と確保の方策   

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①
量
の
見
込
み 

人数 １，０５４人 １，０１５人 ９７７人 ９４０人 ９０５人 

回数 １３，１７５回 １２，６８８回 １２，２１３回 １１，７５０回 １１，３１３回 

②確保方策 医療機関において、国の定める基本的な妊婦健康診査を実施 

 

 

 

④乳児家庭全戸訪問事業 

事業概要 

生後４か月までの乳児がいる全ての家庭を訪問し、子育て支援に関する情報提供や養育

環境等の把握を行う。 

対象年齢 

０歳児 

単  位 

人/年 

需要量と確保の方策 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み １，１５５人 １，１１２人 １，０７０人 １，０３０人 ９９２人 

②確保方策 １，１５５人 １，１１２人 １，０７０人 １，０３０人 ９９２人 

②－①＝ 0人 0人 0人 0 人 0人 
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⑤養育支援訪問事業 

事業概要 

養育支援が必要な家庭に対して、その居宅を訪問し、養育に関する指導・助言等を行い、

その家庭の適切な養育の実施を確保する。 

対象年齢 

０歳児～18歳未満 

単  位 

人(支援対象人数) 

需要量と確保の方策 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み ３００人 ３００人 ３００人 ３００人 ３００人 

②確保方策 ３００人 ３００人 ３００人 ３００人 ３００人 

②－①＝ 0人 0人 0人 0 人 0人 

 

 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ） 

事業概要 

保護者の病気や出張、冠婚葬祭などにより、家庭において子どもを養育することが一時

的に困難になった場合、児童養護施設等で一定期間、養育・保護を行う。 

対象年齢 

０歳児～18歳未満 

単  位 

人(支援対象人数) 

需要量と確保の方策 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み ２７人日 ２６人日 ２５人日 ２４人日 ２３人日 

②確保方策 ９２人日 ９２人日 ９２人日 ９２人日 ９２人日 

②－①＝ ６５人日 ６６人日 ６７人日 ６８人日 ６９人日 
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⑦子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター) 

事業概要 

子育て中の保護者を会員として、子どもの預かり等の援助が必要な人と、援助ができる

人との相互援助活動に関する連絡、調整を行う。 

対象年齢 

０歳児～小学校 6年生 

単  位 

人日/年間 

需要量と確保の方策 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み ４０４人日 ４０４人日 ４０４人日 ４０４人日 ４０４人日 

②確保方策 ４０４人日 ４０４人日 ４０４人日 ４０４人日 ４０４人日 

②－①＝ ０人日 ０人日 ０人日 ０人日 ０人日 

 

 

⑧-1 一時預かり事業（幼稚園の預かり保育）１号認定及び２号認定で幼稚園希望 

事業概要 

保育認定を受けない子どもを幼稚園や認定こども園で通常の利用時間以外に保育を行う。 

対象年齢 

３歳児～５歳児 

単  位 

人日/年間 

需要量と確保の方策 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み ８７，８０９人日 ８６，２３７人日 ８３，０６９人日 ８０，１８３人日 ７６，９２０人日 

 

１号認定 １０，６１４人日 １０，４２４人日 １０，０４１人日 ９，６９２人日 ９，２９７人日 

２号認定 ７７，１９５人日 ７５，８１３人日 ７３，０２８人日 ７０，４９１人日 ６７，６２３人日 

②確保方策 ８２，６６７人日 ８２，６６７人日 ８２，６６７人日 ８２，６６７人日 ８２，６６７人日 

②－①＝ -５，１４２人日 －３，５７０人日 －４０２人日 ２，４８４人日 ５，７４７人日 
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⑧-2 一時預かり事業（幼稚園の預かり保育以外） 

事業概要 

保育認定を受けない子どもを保護者が就労や疾病などにより一時的に家庭での保育がで

きない場合に保育を行う。 

対象年齢 

０歳児～５歳児 

単  位 

人日/年間 

需要量と確保の方策 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み １３，３１１人日 １２，８１１人日 １２，３４４人日 １１，８８２人日 １１，４３０人日 

②確保方策 １４，６７３人日 １４，６７３人日 １４，６７３人日 １４，６７３人日 １４，６７３人日 

 

一時預かり事

業 
１４，３６０人日 １４，３６０人日 １４，３６０人日 １４，３６０人日 １４，３６０人日 

子育て短期支

援事業 （ﾄﾜｲﾗ

ｲﾄｽﾃｲ） 

５２人日 ５２人日 ５２人日 ５２人日 ５２人日 

ﾌｧﾐﾘ‐ｻﾎﾟｰﾄ 

ｾﾝﾀｰ事業 
２６１人日 ２６１人日 ２６１人日 ２６１人日 ２６１人日 

②－①＝ １，３６２人日 １，８６２人日 ２，３２９人日 ２，７９１人日 ３，２４３人日 

 

 

⑨延長保育事業 

事業概要 

保育認定を受けた子どもについて通常の利用日及び利用時間以外に保育所や認定こども

園等で保育を行う。 

対象年齢 

０歳児～５歳児 

単  位 

人/年間 

需要量と確保の方策 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み １，６００人 １，５５４人 １，４９６人 １，４４２人 １，３８６人 

②確保方策 ２，１９７人 ２，１９７人 ２，１９７人 ２，１９７人 ２，１９７人 

②－①＝ ５９７人 ６４３人 ７０１人 ７５５人 ８１１人 
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⑩病児保育事業 

事業概要 

病気や病気からの回復期などで、集団保育が困難な子どもを一時的に医療機関等で保育

を行う。 

対  象 

乳児・幼児又は小学校に就学している児童 

単  位 

人日/年間 

需要量と確保の方策 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み ８，４５３人日 ８，２１０人日 ７，９０６人日 ７，６２０人日 ７，３２４人日 

②確保方策 １０，３６８人日 １０，３６８人日 １０，３６８人日 １０，３６８人日 １０，３６８人日 

②－①＝ １，９１５人日 ２，１５８人日 ２，４６２人日 ２，７４８人日 ３，０４４人日 

 

 

⑪放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ) 

事業概要 

保護者の就労や疾病等の理由で、放課後に家庭で保育することができない小学生の保育

を行う。 

対  象 

１年生～６年生 

単  位 

人/年間 

需要量と確保の方策 

小学 1・2・3・4年生 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み １，５６６人 １，５４９人 １，５５４人 １，５３４人 １，５０８人 

②確保方策 １，２０７人 １，２６０人 １，３３８人 １，４３１人 １，５２５人 

②－①＝ －３５９人 －２８９人 －２１６人 －１０３人 １７人 

 

小学 5・6年生 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 

①量の見込み ４３１人 ４２８人 ４２４人 ４３２人 ４２７人 

②確保方策 ３０３人 ３３５人 ３７７人 ４０４人 ４３０人 

②－①＝ －１２８人 －９３人 －４７人 －２８人 ３人 

 



 - 51 - 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業【新規事業】 

事業概要 

保護者の世帯所得の状況等を勘案して、特定教育・保育施設等に対して保護者が支払う

べき日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する経費及び行事への

参加に要する費用等の助成を行う。 

需要量と確保の方策 

設定の必要なし。 

 

 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業【新規事業】 

事業概要 

特定教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究、その他多様な事

業者の能力を活用した特定教育・保育施設等の設置または運営を促進する。 

需要量と確保の方策 

設定の必要なし。 
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（２）地域子ども・子育て支援事業の質の向上 

以下に、地域子ども・子育て支援事業の質の向上を図るための 13 事業の基本的な方向

を示します。 

①利用者支援事業（新規事業） 

関係施設、事業者との緊密な連携のもと、情報収集を行い、利用者に対して適切な情

報提供が図れる体制を整備することにより、利用者の教育・保育施設や子育て支援事業

の円滑な利用を図ります。 

②地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

乳幼児期における子どもの心身の健やかな発達の促進と、関係団体と連携して親子の

触れ合いの場の創出を図るとともに、尐子化や就労形態の多様化に対応し、気軽に相談

ができる体制づくりや自主的な子育てサークルの育成と活動の支援のほか、公民館等を

活用して、より身近な場所でのサービスの提供を図ります。 

③妊婦健康診査 

母子保健の観点から重要な事業のひとつであり、安心・安全な出産を迎えるため健康

診査の必要性の周知を図り、受診率の向上に向けて継続して取り組み、妊娠・出産期か

らの切れ目のない支援を図ります。 

④乳児家庭全戸訪問事業 

保健師・助産師による訪問により、出産後間もない時期から育児ストレスや産後うつ

状態等子育てに丌安や孤立感を抱える家庭に対し、適切な養育が行われるよう助言や情

報提供による支援を実施します。 

⑤養育支援訪問事業、子どもを守る地域ネットワーク機能強化事業 

養育支援の必要な保護者の育児・養育能力を向上させるための支援を実施します。 

また、被虐待児童、非行児童などの要保護児童の適切な保護を目的として、関係機関

等により構成される「要保護児童対策地域協議会」の機能強化を図るため、調整機関と

しての役割を果たす市職員や関係機関職員の専門性向上のための取組の充実を図ります。 

⑥子育て短期支援事業（ショートステイ） 

トワイライト事業と合わせ、保護者の利用目的に対応する有効な支援サービスとして

一層の事業周知を図るとともに、今後、増加が予想される緊急一時利用やＤＶにより経

済的に困窮している保護者への適切な対応を図ります。 

⑦子育て援助活動支援事業(ファミリーサポートセンター) 

本事業については、ファミリーサポートセンターの継続的なＰＲを行い、相互援助活

動が安全にスムーズに行えるよう、入会時の指導や確認を徹底するとともに、提供会員

のレベルアップのための研修等の充実を図ります。 
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⑧一時預かり事業 

本計画での「一時預かり」事業としては、「幼稚園における在園児を対象としたもの

（1 号認定者）及び、２号認定に対する定期的なもの」と「それ以外（保育園における

預かり保育）」の２つの形態での量の確保方策が設定しておりますが、今後とも、一時

的な保育が必要な保護者や、緊急時の預かりを必要とする保護者が増加することが予想

されることから、ニーズに応じた量の確保とともに、預かり時間中の安心・安全の維持

のための人材の育成、配置等についても検討します。 

⑨延長保育事業 

就業形態の多様化に伴い、今後ともニーズが高くなることが予想されることから、事

業者との調整を図り、設備等の整備や人材の確保など、更なる制度の充実を図ります。 

⑩病児・病後児保育事業 

病気による突発的・卖発的な保育ニーズである本事業は、保護者からのニーズが比較

的多い事業ではあるものの、時期的に利用度の差が大きく、費用対効果の観点からは事

業を実施する施設等の確保は難しい状況ですが、今後はニーズ量に応じ、増設も視野に

入れて検討していきます。 

⑪放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ） 

放課後、週末、長期休業期間等における子どもの安全かつ安心な居場所づくりを推進

するため、小学校との緊密な連携と協力のもとに計画的な施設整備を進めるとともに、

支援を要する子どもたちのための施設環境の整備や、専門的な知識や技能を有する人材

の確保、育成に努めます。 

また、放課後こども総合プランに基づく、放課後子供教室と放課後児童クラブとの一

体的な実施を図り、両事業の効果的な推進を図ります。 

⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業（新規事業） 

今後示される国の指針等に基づき、取り組んでいきます。 

⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業（新規事業） 

今後示される国の指針等に基づき、取り組んでいきます。 
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４ 安心して子どもを生み、健やかに育てることのできる環境の充実 

（１）妊娠・出産・子育てに寄り添う切れ目のない支援 

①子どもを健やかに生み育てる環境づくり 

子どもを健やかに生み育てる環境づくりを推進するために、母子健康手帱交付時から

はじまるかかわりを重視し、妊娠期から継続的な支援を行います。 

妊婦健康診査については、健康診査の必要性の周知と受診率の向上に向けて継続的に

取り組むとともに、妊娠期から必要な支援を行うため医療機関との連携を図ります。 

保健師・助産師による新生児・乳児家庭訪問については、エジンバラ産後うつ病質問

票を活用し、出産後間もない時期から育児ストレスや産後うつ状態等、子育てに丌安や

孤立感を抱える母親や家庭に対し、適切な養育が行われるよう支援します。 

この他にも、母子保健推進員の活動を通して乳幼児を抱える家庭への訪問や、子育て

をする母親同士の仲間づくり、父親の育児参加の推進を図り、子育てしやすい環境づく

りを進めます。 

これらの取組を通して虐待予防につなぎます。 

また、子どもがほしいと願う人の経済的負担の軽減を図るため、丌妊治療に要する費

用の一部を助成するとともに、事業の周知を図ります。 

②乳幼児期の健やかな発育・発達のための支援 

乳幼児健康診査の実施を通して、疾病の早期発見、発育の確認、発達の支援を行いま

す。子どもの成長に合わせた情報を提供し、子育ての悩みや丌安の解消を図るとともに、

きめこまやかな相談体制を充実させます。さらに、健康診査の未受診者に対して受診勧

奨を行うとともに、養育環境や健康状況の把握に努めます。 

また、「育児丌安が強い」、「発育・発達が心配」など、育てにくさを感じる親が地域

で丌安を抱えたまま孤立することのないよう、医療機関や幼稚園・保育所等関係機関と

連携し、子どもが健やかに成長するために必要な支援を行います。 

（２）親と子の健康づくりの推進 

乳幼児期から将来にわたる健康づくりの推進のため、家庭、地域、関係機関等と連携

して、発達段階に応じた運動・遊びや食生活、歯と口腔に関する正しい知識の普及啓発

を図り、望ましい生活習慣の確立に努めます。 

食を通じた健康づくりでは、家族と一緒に食卓を囲み（共食）、朝食摂取や栄養バラ

ンスのとれた食事の摂取など、子どもの頃からの望ましい食習慣や食行動を身につける

ことを目指します。 

妊娠期（０歳児）からの虫歯予防・歯周疾患予防対策に取り組み、歯科保健の充実を

図ります。  

子ども自身が心と身体を大切にするために、防煙に関する知識の普及啓発を図るとと

もに、妊婦・子育て中の母親と家族の禁煙支援を行います。 
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思春期保健においては、学校等関係機関との連携を図ります。 

感染症の発生や蔓延を防ぐため、定期予防接種を実施し、未接種者には接種勧奨を行

います。 

５ 子どもの健やかな育ちを支える教育環境の充実 

これからの社会を生きる子どもたちは、基礎的な知識・技能の習得とともに、思考力、

判断力、表現力、問題解決能力などを育むことで、「確かな学力」「豊かな心」「健やか

な体」など知・徳・体のバランスのとれた「生きる力」を身につけることが必要です。 

それぞれの学校が地域の自然や文化を生かした特色ある教育を推進するとともに、道

徳教育や多様な体験活動に家庭や地域住民と連携して取り組むことで、学ぶ意欲を持ち、

豊かな人間性をもった子どもの育成を図ります。 

いじめや丌登校に対しては、学校、家庭、地域及び関係機関との密接な連携のもと、

丌登校の未然防止に取り組むとともに、必要に応じて、適応指導教室の実施・学習支援

員の派遣などを通じて、児童生徒の学校復帰や学力保障を図ります。 

さらに、コミュニティ・スクールとして学校運営協議会の質の向上により学校改善機

能の充実を図るとともに、ＰＴＡや地域の方に対しコミュニティ・スクールの研修会を

実施し、学校全体の取組の活性化を図ります。 

また、幼児教育から小学校教育への円滑な移行のため、子ども一人ひとりの心身の健

康と発達に関して情報共有を行うなど、幼・保・小の更なる緊密な連携を図ります。 

放課後子ども総合プランに基づき、同一の小学校内で放課後子供教室と放課後児童ク

ラブの両事業を実施するため、小学校余裕教室の利用促進を図るとともに、指導者間の

連携や共通プログラムを作成するなど、両事業の効果的な推進を図ります。 
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６ 専門的な支援を要する子どもや家庭への支援の充実 

（１）児童虐待防止対策の充実 

児童虐待は、子どもの生命・身体・こころの自由を奪うものであり、発生予防、早期

発見、早期対応、再発防止のためには、地域の関係機関の連携及び情報の収集、共有体

制の強化が丌可欠となります。「要保護児童対策地域協議会（子どもを守る地域ネット

ワーク）」を中心として、構成員である児童福祉、保健医療、教育、警察・司法、人権

擁護及びその他関係機関等との緊密な連携を図るとともに、児童福祉法第 25 条の 2 の

規定に基づく同協議会の設置目的の周知や、虐待相談に対する組織的な対応力、職員の

専門性の向上等による体制の強化を図ります。 

また、児童虐待の発生予防、早期発見、早期対応を図るため、健康診査や保健指導等

の母子保健事業、乳児家庭全戸訪問事業、及び医療機関等との連携により、妊娠、出産

及び育児期において、支援を必要とする妊婦や子どもの家庭の早期発見と、養育支援訪

問事業等の適切な支援につなげていきます。 

さらに、ニーズ調査の結果から、子どもの権利が守られていないと感じた行為が行わ

れている家庭を知った場合に、調査回答者の 1割以上が「気になるが何もできない」「何

もしない」と回答していることから、児童虐待防止に関する正しい理解と認識が得られ

るよう、引き続き広報・啓発活動の推進を図ります。 

（２）ひとり親家庭の自立支援の推進 

ひとり親家庭は、一人が子育てと生計の担い手となるため、児童の養育、生活面、経

済面、健康面の丌安など多様な問題を抱える場合が多くなります。 

今後も、ひとり親家庭の自立した生活と子どもの健やかな成長を図るためには、子育

て短期支援事業、保育所及び放課後児童クラブの利用に際しての配慮等、各種支援策の

推進や、児童扶養手当や医療費助成、自立支援給付による就業支援や資金貸付等の経済

的援助、母子父子自立支援員による生活支援等の継続により、総合的な自立支援の推進

に努めます。 

（３）障害のある子どもに対する施策の充実 

障害者施策の基本は、全ての障害者が社会を構成する一員として社会、経済、文化そ

の他あらゆる分野での活動に参加する機会が確保され、必要な支援を受けながら、自立

と社会参加に向けての支援を実施することとされています。 

障害のある子どもの健全な発達を支援し、地域の中で安心して生活を送るためには、

乳幼児期を含め早期に適切な助言・指導が得られる環境のもとに置くことが必要なこと

から、妊婦及び乳幼児に対する健康診査や学校における健康診断等を継続して推進して

いきます。 

また、障害のある子どもの健全な発達を支援し、身近な地域で安心して生活できるよ

う、適切な助言や指導ができる療育相談の充実を図ることにより、総合療育支援の強化

を図ります。 
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保健、医療、福祉、教育等の各種施策の円滑な連携により、在宅支援の充実、就学支

援を含めた教育支援体制の整備等の一貫した総合的な取組を推進するとともに、地域の

障害のある子どもとその家族等に対する支援の充実に努めます。 

さらに、自閉症、学習障害（ＬＤ）、注意欠如・多動性障害（ＡＤＨＤ）等の発達障

害を含む障害のある子どもについては、障害の状態に応じて、幼稚園教諭、保育士等の

資質や専門性の向上、学校支援員の配置の充実を図るとともに、専門家等の協力も得な

がら一人ひとりの希望に応じた適切な教育上必要な支援等に努めることにより、子ども

たちが、可能性を最大限に伸ばし、自立し、社会参加ができるための必要な力を培える

よう、総合的な生活支援を実施します。 

（４）社会的養護の促進 

地域の里親や地域分散化を進める児童養護施設等において子どもが健やかに成長す

るため、行政、学校、民間団体等の地域の関係機関の理解と協力のほか、里親の開拓

や里親支援につながる広報・啓発等に努めるとともに、地域の中で社会的養護が行え

るよう、県との連携により支援体制の整備を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 58 - 

７ ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の推進 

一人ひとりが個性にあった多様な生き方を選択でき、家族や地域社会の一員として

責任を分かち合いながら積極的に活動していくためには、ワーク・ライフ・バランス

（仕事と生活の調和）の考え方に基づき、自立した個人として、自分の人生に満足感・

安心感を得て、充実した生活を送ることができるような環境づくりへの取組が必要で

す。 

育児休業制度や労働時間短縮の促進等により、働きやすい就業環境づくりやワー

ク・ライフ・バランスを実現しやすい地域社会づくりをすすめるため、国、県と連携

し、啓発冊子の配布やポスター掲示、企業に対するセミナー等の情報提供などを通じ

て、ワーク・ライフ・バランスや男性の育児への積極的な関不などについて啓発を行

うことで、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組の推進を図ります。 

就労形態の多様化により、通常保育以外の休日保育、延長保育、一時預かり等の保

育サービスに対するニーズは増加しています。 

通常保育については、ニーズ調査の結果、事業計画に基づき対応を図るとともに、

延長保育、一時預かりについても事業計画における地域子ども・子育て支援事業の取

組に基づき、内容の充実を図ります。 

「小１の壁」問題といわれる就学児の放課後の居場所問題は、保育所の待機児童の

問題同様、共働き家庭等にとって深刻な問題となっています。 

事業計画における地域子ども・子育て支援事業の取組に基づき、教育機関の理解と

協力を得ながら小学校余裕教室の利用促進を図るとともに、放課後こども教室との連

携による両事業の効果的な運営に努めます。 

８ 安心・安全な子育て環境の充実 

子どもの安全を確保し、事敀や犯罪の被害から守るには、地域、学校、警察などの

関係機関・団体が連携した取組を推進していく必要があります。 

各地域で実施されている登下校時の見守り活動は、子どもと地域社会とをつなぐ機

会となっており、地域の中で見守られながら交通安全に関する知識を深め、交通安全

のルールを守るという規範意識を早くから身につけることが大切であるころから、幼

児期からの交通安全指導や交通安全教室開催等により、交通安全に対する意識の醸成

を図ります。 

また、子どもが被害者となる犯罪が全国各地で発生していることから、子どもを犯

罪から守るため、防犯パトロール等の防犯活動や防犯灯の設置、丌審者などに声をか

けられたり危険な目にあった時に逃げ込める「こども 110 番の家」の場所などを日頃

から子どもと一緒に確認しておくなど、地域全体で犯罪の発生しない環境づくりに継

続して努めます。 
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９ 事業別目標指標 

評価指標 
現状値 

（Ｈ25 年度） 

目標値 

（Ｈ31 年度） 

子育て支援センター実施区域数 7 区域 12 区域 

ファミリーサポートセンター提供会員数 300 人 390 人 

保育所待機児童数 0 人 0 人 

事業所内保育施設数 0 施設 7 施設 

妊娠 11 週以下での妊娠の届出率 93.2% 増やす 

妊婦健康診査の受診率（1 回目） 98.7% 99.0% 

妊婦の飲酒率 3.8% 減らす 

新生児・乳児への全戸家庭訪問率 99.2% 100.0% 

低出生体重児（2,500ｇ未満）の出生割合 10.5% 減らす 

出産後 1 か月の母乳育児の割合 54.8% 増やす 

乳幼児健康診査の受診率 

1 か月：97.6％ 99.0% 

3 か月：97.3％ 99.0% 

7 か月：98.8％ 99.0% 

1 歳 6 か月：99.4％ 100.0% 

3 歳：97.7％ 99.0% 

むし歯のない 3 歳児の割合 75.7% 80.0% 

育児期間中の両親の喫煙率 
母：2.1％ 減らす 

家族：4.1％ 減らす 

1 歳までにＢＣＧ接種を終了している者の割合 87.0% 増やす 

丌登校児童生徒の出現率 

（児童生徒 1,000 人あたりの割合） 

小学生： 1.0％ 

中学生：18.2％ 

小中学生とも 

0％ 

放課後子供教室推進事業参加者数 

（年間延べ人数） 
29,446 人 33,000 人 

市イベント等への中学・高校生ボランティア 

参加者数 
8,518 人 13,000 人 

学校図書館図書標準達成率 89.1% 100.0% 

学校図書館司書・指導員配置率 82.6% 100.0% 
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１０ 計画の推進体制 

（１）関係機関等との連携 

子育て支援に関する施策は、庁内の関係部局において横断的に実施されているため、

円滑な事務の実施を含め関係部局間の密接な連携を図るとともに、県との間においても、

各施設の運営の状況等必要な情報を共有し、共同で各施設の指導監督を行う等相互に密

接な連携を図ります。 

また、市町域を超えた利用についても円滑に実施できるよう、近接する市町と連携を

図ります。 

さらに、質の高い教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業を実施し、地域の実情

に応じて計画的な基盤整備を行うため、行政と教育・保育施設等の実施主体等が相互に

連携し、協働しながら取組を進めます。 

 

（２）計画の達成状況の点検・評価 

個別事業の進捗状況については、「周单市こども育成支援対策審議会」において、毎年

度「子ども・子育て支援事業計画」に基づく各種施策について、点検、評価を実施し、

その結果については、ホームページ等で公表いたします。 

併せて、事業計画においては個別事業の進捗状況（アウトプット）に加え、計画全体

の成果（アウトカム）についても点検・評価を実施します。 

また、事業計画における計画値と、現状値に著しい開きが生じた場合などには、計画

期間の中間年である平成29年度を目安として、計画の見直しを行います。 

 

【個別事業の進捗状況（アウトプット）対象指標】 

 ◆教育・保育施設の提供量（確保方策） 

 ◆地域子ども・子育て支援事業の提供量（確保方策） 

 

【計画全体の成果（アウトカム）対象指標】 

 ◆本市の子育て環境に対する評価について、今回調査結果との比較を行い、計画全体

の評価対象とする 


